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１ 指針について策定の目的 

 

美しい自然環境と豊かな歴史的遺産を有する鎌倉は、このまちを愛し、自分たちのまちのため

に行動する人々によって守られ、支えられ、つくられてきたまちです。 

 

 少子高齢化や人口減少などの社会情勢の変化や、情報化社会の進展など、私たちを取り巻く

環境は大きく変化し、市民のニーズや地域課題は多様化してきています。これまで、公共サービ

スは行政が担うものと考えられてきましたが、多様化した社会課題に対し、従来の仕組みでは適

切な対応が困難なケースも現れてきています。 

 そうした中、様々な課題の解決に向けた市民の自主的な活動が活発となっており、まちづくり

に対する市民の参加意識が高まっています。 

誰もが安全で、安心して心豊かに暮らすことができる持続可能な地域社会を実現するためには、

行政によるサービスに加えて、市民自らが地域課題を“ジブンゴト”としてとらえ、行動してい

くことが必要です。 

また、市民ならではのサービスや市民同士の協力による、市民の力を生かした創意と工夫にあ

ふれる取組を主体的に進めていくことや、市と市民活動団体等が、お互いの特性を生かし、社会

課題や地域課題の解決に向けてつながり、きめ細かく柔軟に行動していくことが重要です。 

市では、市民ニーズの充足や地域の課題解決に向けて、これまで行われてきた市民活動をさら

に活性化していくため、また多様な主体が連携するまちとして協働を推進していくために、平成

28年（2016年）５月に（仮称）市民活動推進条例検討会（以下「条例検討会」とします。）を立

ち上げ、条例の制定に向けて、議論を重ねてきました。そして、平成 31 年（2019 年）1 月に市

民活動及び協働の活性化に必要な環境を整え、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に寄与する

ことを目的とした、つながる鎌倉条例（以下「条例」とします。）を制定しました。 

 

条例で定めた目的を達成するため、市民活動及び協働の推進に関する具体的な施策の方向性や

考え方を示すものとして、条例検討会での議論や市民の意見等を踏まえ、鎌倉市市民活動推進委

員会において議論し、まとめられた提言をもとに、令和２年度に市民活動と協働を推進するため

の指針（以下「指針」とします。）を策定しました。 

 そしてこのたび令和７年度に実施した「市民活動と協働を推進するための指針」に関するアン

ケート結果をもとに、鎌倉市市民活動推進委員会において議論し、指針の更新を行いました。 

 

 今後とも、指針をもとに、市民活動や協働の活性化による魅力と活力にあふれる地域社会づく

りに取り組んでいきます。 

 

 

２ 基礎的な用語の説明 

指針における基礎的な用語は、次のとおりです。 

（１）市民等 
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   市内に居住し、通勤し、通学し、又は市内で事業を行う人のことです。 

多様化する地域課題に対して、鎌倉のまちに関係する多様な人や団体などが、その役割や

立場、特性に応じて力を発揮し、または力を合わせることで、課題解決が図られ、活力ある

地域社会がつくられることから、単に地方自治法で定める住民（市内に住所を有する人で、

外国人や法人も含む。）だけではなく、市内の会社や学校に通勤・通学する人、地域活動を

行っている人及び事業者等を含みます。 

 

（２）市民活動 

   市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定多数の者の利益の増

進に寄与することを目的とするものです。 

生活する上で困ったり、不便を感じたり、「こうなったら良いのに」と考え、自分で何と

かしようと行動している人は大勢います。地域課題を人任せにするのではなく、自分で何と

かしようと考え、動き出すのが市民活動です。 

 

（３）市民活動団体等 

   市民活動を行う団体又は個人のことです。法人格の有無は関係ありません。 

（１）の「市民等」の中に含まれますが、「市民等」の中でも公益的なサービスの提供や課

題解決に向けた活動を行うものとして大きな役割を果たします。 

地縁型組織や事業者、その他の団体も、その活動内容が市民活動に該当する場合は、指針

では市民活動団体等に含みます。 

 

（４）中間支援組織 

   市、市民等及び市民活動団体等の間に立ち、市民活動が円滑かつ活性化することができる

ように支援する組織で、具体的には、公設民営の中間支援組織として市民活動団体等が運営

する鎌倉市市民活動センター（以下「市民活動センター」とします。）や市社会福祉協議会、

かまくらボランティアセンター等があります。 

また、市民活動を活性化するために、情報の収集・発信、相談、個人の組織化の支援及び

課題を共有する他団体と連携するための機能を担います。 

 

（５）協働 

   協働は、市及び市民活動団体等が、社会課題や地域課題の解決など、共通の目的を実現す

るために、それぞれが果たすべき役割・責任を自覚し、相互に補完し、協力し、相乗効果を

あげながら、新たな公共サービスの仕組みや事業をつくりだすことです。 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

３ 市の市民活動を取り巻く現状と課題 

（１）市民活動の現状 

ア 市民活動センター登録団体数の推移と活動状況 

市民活動センターが開設された平成 10年度（1998年度）の登録団体数は、146団体で、

その後、平成 25年度（2013年度）まで登録団体は増加し続け、それ以降は、ほぼ横ばい

となっています。 

全国の NPO法人数においては、特定非営利活動法人促進法の制定以降、年々増加し、平

成 26年度（2014年度）には 50,000団体を超え、平成 29年度（2017年度）には、51,866

団体でピークとなり、それ以降は横ばいとなっています。 

一方で、公益法人制度改革により一般社団法人や公益社団法人の設立手続きが簡易化さ

れたことから、全国的に社団法人が増加傾向にあります。市民活動団体においても、社団

法人化を選択する団体が増えており、各団体の活動内容や目的、規模に応じて多様な組織

形態をとるようになっています。 

また、令和２年度（2019 年度）末以降の数年は、新型コロナウイルス感染症拡大によ

って、多くの市民活動団体が活動の制限を受けることとなり、活動手法の見直しを迫られ

るなど大きな影響がありました。特に高齢者が多い団体については、活動自体を自粛・休

止するものも多く、継続が困難となるケースも少なくはありませんでした。 

また、対面式の活動が縮小する一方で、web会議やオンラインによるイベント開催、SNS 

を通じた情報発信が普及しましたが、デジタルデバイド対策のための高齢者の ICT支援が 

課題となっています。 

その他、防災の観点からも、いざという時のために顔が見える関係をつくりたいという

考えから、”普段からの連携”を重視した取組が増えています。様々な主体がつながり、

それが広がり、情報交換ができるような場づくりをしている活動なども増えつつあり、多

様化する課題に対して、市民等の創意と工夫にあふれた取組が市民等の“つながる場”を

創出しているケースが見受けられます。 

 

【NPO法人（特定非営利活動法人）数及び市民活動センター登録団体数】 
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※出所：内閣府データを基に作成（NPO法人数） 

 ※市民活動センター登録団体については、平成 26（2014）・27（2015）年度に登録団体の活動

状況に関する調査を行い、登録団体の整理をしました。 

 

イ 活動分野一覧 

市民活動センター登録団体の活動を分野別にみると、多岐にわたって活動が展開されて

います。 

   その中でも団体数が多い分野は、「まちづくり・暮らし」が 112団体、「文化・芸術・ス

ポーツ」が 98 団体、「子ども・子育て」が 93 団体、「自然・環境・安全・災害」が 92 団

体となっています。 

   登録団体の中には、一つの団体が複数分野で登録している場合も多く、市民活動の分野

が多様化し、複数の領域にまたがる活動内容が増加しています。また、元々一つのテーマ

に特化した活動を行っていた団体が、より幅広い活動内容にシフトしていくケースも多く

見られます。 

【市民活動センター登録団体 活動分野別一覧】 

（令和７年（2025年）７月時点 計 351団体） 

※一つの団体が複数分野で登録している場合もあります。 

※活動分野については、市民活動センターが団体の利用登録時に取得している情報です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動分野 団体数 

まちづくり・暮らし 112 

文化・芸術・スポーツ 98 

子ども・子育て 93 

自然・環境・安全・災害 92 

保健・医療・福祉 65 

生活環境・情報 60 

人権・国際協力 42 

観光 14 

NPO活動団体への助言支援 ７ 
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ウ 組織形態別団体数 

   市民活動センターに登録している団体を組織形態別にみると、任意団体が 260団体で最も

多く、続いて NPO法人が 65団体でした。 

   任意団体の中には、登録時点から NPO法人化を見据えて活動に取り組む団体も増えていま 

す。 

 

【市民活動センターに登録している組織形態別団体数】 

（令和７年（2025年）７月時点 計 351団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 65

一般社団法人 18

公益社団法人 4

任意団体 260

その他 4

特定非営利活動法人 一般社団法人 公益社団法人 任意団体 その他
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（２）市民活動の課題 

   令和元年（2019 年）９月に実施した「鎌倉市内の市民活動団体の活動状況に関するアン

ケート」によると、市民活動団体等が活動を継続していく上での課題として多かったのは、

「スタッフの世代の偏り（高齢化）」、「活動の担い手不足」、「特定の個人に責任や作業が集

中する」、「新しい会員が増えない」、「活動の中心になるリーダーや後継者が育たない」など、

『人員』に関することでした。 

   一方で、令和７年度（2025年）７月に実施した指針に関するアンケートでは、「活動資金・

資器材の調達」「活動の中心になるリーダーや後継者が育たない」「特定の個人に責任や作業

が集中する」が上位を占めました。 

   人材に関する課題が依然として多い傾向にある一方で、令和７年度は「活動資金・資器材

の調達」が最も多く補助金や助成金など財政的支援に関するニーズが高まっていることが分

かりました。 

    

 

 

（３）協働の課題 

    協働は、市民活動や市民参画の手段の一つであり、市民ニーズへのきめ細やかな対応に

欠かせないものです。 

本市では、平成 19年度（2007年度）から、市民活動団体等と市による「相互提案協働

事業」に取り組んでまいりましたが、市民活動の更なる活性化、また、協働による市民活

動団体等と市との連携強化により、市民ニーズの充足や地域課題の解決を図るための支援

制度として、令和４年度から「つながる鎌倉エール事業」を新たに開始しました。 

その他、市民活動団体等と担当課において協定を締結し実施している事業や、協働事業
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1.5%
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31.1%

35.0%

43.7%
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32.0%
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5.8%
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活動資金・資器材の調達

活動の中心になるリーダーや後継者が育たない

特定の個人に責任や作業が集中する

スタッフの世代の偏り（高齢化）

活動の担い手不足

活動場所・拠点の確保

新しい会員が増えない

自分たちの活動を広める方法がわからない

運営や活動のための情報収集

専門知識（法律、条例、制度、規則等）の不足

スタッフの性別の偏り

困った時に気軽に相談する窓口がない

市民から活動に対する理解が得られない

その他
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活動を継続していく上での課題【複数回答】 
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を契機に市の委託事業を請け負ったもの、市民活動団体等が独自で取り組んでいるものな

ど、様々な展開がなされています。 

指針に関するアンケートによると、市との協働事業について「積極的に協働によるまち

づくりに取り組みたい」、「内容によっては取り組みたい」という回答は、合わせて 80％

を超えているものの、協働事業の実施につながっていない状況があります。 

また、市と協働を進めるうえでの、市民活動団体等と市のそれぞれの課題のうち、市民

活動団体等の主な課題としては、「市と話し合う機会がない」、「協働への関心が低い」と

いった市とのコミュニケーション不足や協働に関する周知不足などが挙がりました。 

一方、市の主な課題については、「協働を行う期間・予算の妥当性」、「情報提供が不足

している」が前回のアンケートと比較して大幅に増加しました。また、「市民活動団体に

関する理解不足」についても相変わらず高い割合となっており、市職員の市民活動に関す

る理解を深める取組が引き続き必要となっています。 

これらの課題の解決に向けて、市職員が協働の目的やその在り方について理解を深める 

とともに、市、市民等及び市民活動団体等の間に立ち、市民活動を支援する組織である市

民活動センターの役割がますます重要となります。 

そのような中、市民活動センターにおいては、令和７年度から市民活動コーディネータ

ーを配置し、市の業務課題を把握し、市と市民活動団体のマッチングを行うなど、協働の

推進に向けた取組を行っていくこととしています。 

市民活動コーディネーターとは、市民活動団体等の発展的な運営や活動を促すため、一

般的な相談対応や、団体間の連携及び行政との協働などを、市民活動の最前線としてコー

ディネートする役割を担う人材のことを指します。特に本市においては、協働を促進する

ために、各事業担当課に対し情報収集や相談対応を行うとともに、協働への働きかけを通

じて効果的なマッチングに努めることを求めています。 

 

 

 

41.8%

38.8%

11.9%
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1.5%

27.2%

26.2%

10.7%

3.9%
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積極的に協働によるまちづくりに取り組みたい

内容によっては取り組みたい

関心はあるが協働の意義・効果等がわからない

協働の必要性を感じていない

その他

回答なし
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協働によるまちづくりについて 
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４ 役割 

市、市民等、市民活動団体等及び市民活動センターは、次の役割を認識し、まちをつくる一

員としてそれぞれのつながりを大切にし、お互いの特性や強みを生かして相互に 

理解し、協力しながら市民活動の推進に努めるものとします。 

（１）市の責務 

   市は、市民活動の推進に必要な施策を策定し、実施することにより、できる限り市民活動

が活発に行われるための環境を整備しなければなりません。 

   また、市職員に対して、市民活動や協働について理解を深めるための研修などを実施し、

その重要性について啓発します。 
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市政やまちづくりに関する情報不足

その他

わからない

回答なし

R７ R元

20.9%

16.4%

14.9%

13.4%

9.0%

10.4%

11.9%

3.0%

9.7%

15.5%

7.8%

11.7%

14.6%

12.6%

16.5%

25.2%

0% 10% 20% 30%

協働を行う期間・予算の妥当性

市民活動団体に関する理解不足

情報提供が不足している

協働に消極的である

市の中で連携がとれていない

その他

わからない

回答なし

R7 R元

市民活動団体の課題 

市の課題 
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（２）市民等の役割 

   市民等は、多様化する地域課題を解決するために、まちのことに関心を持ち、自らできる

ことを考えるとともに、自発的な意思に基づいて、市民活動に参加、協力するよう努めるも

のとします。 

ただし、市民活動は市民等が自主的かつ自立的に行う営利を目的としない活動で、不特定

多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするもののことをいい、強制されるものや束

縛されるものでないことが前提です。 

 

（３）市民活動団体等の役割 

   市民活動団体等は、社会課題や地域課題を解決するため、知識、経験、地域性及び柔軟性

などの特性を生かして行動するとともに、その活動の内容を市民等に広く周知するよう努め

るものとします。 

市民活動団体等は、行政や企業の行動原理とは異なる特性を持っており、この特性を生か

して行動することによって、市民活動が社会課題や地域課題を解決する一翼を担うことがで

きます。また、その活動を市民等に広く周知することで、市民等が市民活動に興味を持ち、

活動が広がることや市民活動に参加するきっかけとなることが期待されます。 

 

（４）市民活動センターの役割 

  市民活動団体等が事業を始めるにあたり、市民活動や協働を円滑に進めるためには、市民

等や市民活動団体等への情報提供や各種相談、調整などを行う市民活動センターの力が必要

で、市民活動センターが自らの活動の質を高め、組織が充実していくことが求められていま

す。 

   そのため、市民活動センターは、市、市民等及び市民活動団体等の間に立ち、市民活動の

推進のために、市民活動団体等の自立や課題解決のための情報及び技術の提供などを行うと

ともに、ネットワークの構築とその推進を図るよう努めるものとします。 

   市民活動センターは市民活動や協働を活性化するうえで、重要な役割を果たすことから、

その役割について次のとおり示します。 

鎌倉市市民活動センターの基本的な役割 

   市が指定管理者制度により運営している組織であり、市民活動に関する情報の収集・発信

や相談の窓口、市と市民活動団体等の協働に関するコーディネート、会議や印刷物・資料を

作成する場、情報交換の場などを提供しています。 

さらに、地域の活性化や社会課題、地域課題の解決のために、次に掲げる視点に立ち、市

民活動の推進のために役割を果たすよう努めるものとします。 

市民活動を推進するための取組 

⚫ 新たな取組の担い手のサポートや環境整備、市民参加の促進 

⚫ 新たなつながりを創出するための各種事業の支援、コーディネート 

⚫ 企業、NPO、行政、学校など（以下「多様なセクター」とします。）との連携、ネットワー

クづくりの推進 
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  ① 情報、資金、ボランティアなど社会資源の分配 

    各種の情報や資金、ボランティア、専門家などの社会資源を集めて、市民活動団体等に 

分配していきます。 

  ② 市民活動団体等の交流や団体同士の支援、多様なセクターとの連携をスムーズにするネ

ットワークづくり 

    同じ活動分野や異なる多様な分野、あるいは他地域の市民活動団体等をつなぐネットワ

ークづくりを行います。また、他の中間支援としての機能を果たしている組織とつながる

ことで、より連携がスムーズになります。 

さらに、市民活動センターの指定管理者自らも、先進事例の研究や自主事業などを通じ

て、当事者としてのノウハウを蓄積し、他の市民活動団体等とともに事業を実施し信頼関

係を構築することによって、ネットワークを広げていきます。 

  ③ 社会的な価値を創造するための支援  

    多様化するニーズや新たな社会課題に対して、市民活動団体等による問題提起、課題解

決に向けた提案をサポートするため、団体の学習機会の提供や資金、専門家の紹介など、

活動のバックアップをしていきます。 

  ④ 場の提供 

    会議室や作業スペース、気軽に交流できるスペースなど市民活動団体等が利用できる場

を提供します。市民活動センターの会議室などのほか、民間施設の活用など、創意工夫し

ながら活動の場の充実を図ります。 

 

５ 市民活動の推進に向けた考え方と協働の原則 

（１）市民活動の推進に向けた考え方 

  市は、市民活動を推進することで、市民等が自主的に市民活動に参加する機会が増え、「自

分たちのまちは、自分たちで良くしていこう」という自治意識が高まることが期待されるこ

とから、市民活動の活性化に必要な環境づくりを支援していきます。 

そのため、次の考え方をもとに、魅力と活力にあふれる地域社会の実現に向けた施策を実

施していきます。 

ア 自立の支援・主体性の確保 

   社会情勢の変化とともに、市民ニーズも多様化しており、そのニーズにきめ細かく対応

できることが市民活動の強みです。市民活動団体等が自立して活動を行うことで、多様化

する市民ニーズへの対応や課題解決の一翼を担うことが期待されることから、市民活動団

体等の自立を進める支援や市民活動団体等が自らの考えで積極的に行う活動に対しての

支援を基本とします。 

イ 自主性の尊重 

   市民活動が自発的な意思に基づいて行われるものとし、その自主性及び自立性を理解し、

尊重します。 

ウ 公平性・公正性の確保 

   市民活動団体等に対して、支援が受けられる機会を平等に提供します。 

   また、支援を行うか否かは、市民活動の活動目的及びその内容を公共の福祉の観点など
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から総合的に判断します。 

   市から市民活動団体等への支援の決定に関するプロセスは、新しい活動や既に実施して

いる活動を広げていくためにも、情報を広く公開していきます。 

 

（２）協働の原則 

   多様化する地域課題の中には、市だけでは解決できないこと、市民活動団体等だけでも解

決できないこと、あるいは企業などの事業者だけでは解決できないこともたくさんあります。

市と市民活動団体等が責任と役割を分担し、相互の信頼のもと、お互いの資源を持ち寄って

協力して解決策を見出そうとするのが、協働です。単独で取り組むよりも、大きな成果が期

待されます。 

   市及び市民活動団体等が協働を行う際には、次の原則に基づき、取り組んでいきます。 

  ア 対等・相互理解 

    市は、協働がふさわしい事業について、市民活動団体等と対等の立場に立ち、それぞれ

の特性と役割を理解し、尊重します。 

  イ 自主・自立 

    市及び市民活動団体等は、対話などを通じて信頼関係を構築するとともに、役割分担を

明確にし、それぞれが、当該役割に応じた責任を果たし、お互いの立場を理解して役割と

リスクを分かち合い、対等な立場で協働していきます。 

  ウ 目的共有 

    市及び市民活動団体等が、相互に事業の目的及び内容を理解し合意形成を進め、目的の

実現までの過程を共有します。 

  エ 検証・見直し 

    協働の成果を高めていくために、市及び市民活動団体等とで、協働して行った事業につ

いて、目的の達成度や役割分担、情報の共有度などの結果について検証及び見直しを行う

ことにより、協働事業を充実させます。 

 

 

参考：つながる鎌倉条例第９条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協働事業） 

第９条 市及び市民活動を行うものは、協働して事業を行うに当たり、次に掲げる協働の原則に

基づいて事業を行うものとする。 

 ⑴ 市及び市民活動を行うものは、対等の立場に立ち、それぞれの特性と役割を理解し、尊重

すること。 

 ⑵ 市及び市民活動を行うものは、信頼関係を構築するとともに、役割分担を明確にし、それ

ぞれが、当該役割に応じた責任を果たすこと。 

 ⑶ 市及び市民活動を行うものは、目的の実現までの過程を共有すること。 

 ⑷ 市及び市民活動を行うものは、検証及び見直しを行うことにより、協働事業を充実させる

こと。 
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６ 具体的な施策 

  

 

 

 

７ 指針の実効性を高めるために 

（１）推進体制 

鎌倉市市民活動推進委員会（以下「推進委員会」とします。）において、新たな課題やニ

ーズに対応した指針の策定や、条例及び指針の見直しに向けた検討を行います。様々な立場

の委員が、まちをよりよくするために、市民活動や協働の推進について共に議論し、市長に

提言していくことで、市は施策を着実に実行していきます。また、アンケートやヒアリング

調査、既存の会議などを通じて、市民活動や協働の推進に関する市民の意見、課題を把握し、

推進委員会での検討に生かしていきます。 

さらに、市が具体的な施策を実施していくために、庁内各部署との調整や施策を検討する

市民活動推進庁内検討委員会において、全庁的な取組を実施していきます。 

 

（２）市職員の意識改革 

   魅力と活力あふれる地域社会の実現には、職員が市民活動や協働の重要性について理解す

ることが不可欠です。市民活動の多様性、先駆性、柔軟性、専門性などの特性を理解すると

ともに公共サービスは行政だけが担うものと考えるのではなく、市民活動団体等と対等な立

場に立ち、相互の特性を理解し、役割を分担して協働を進める必要があります。 

   職員の研修機会の充実や協働事業を円滑に実施できるよう協働の手引きを活用し、職員の

能力・意識向上に努めます。 

 

（３）市民等の意識醸成 

   多様化する地域課題を解決し、安全で安心して心豊かに暮らすことができるまちづくりを

していくためには、市民等が自ら地域課題をジブンゴトとしてとらえ、まちづくりの担い手

となり、行動していくことが必要です。また、現在の活動を継続して次世代につなげていく

ことも重要です。 

一人ひとりが何か始めてみようとするきっかけづくりや気軽に市民活動に参加できる環

境づくりに努めるとともに、市民等への啓発を積極的に進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

別紙 
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